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 本村では、豊かな自然と温かい地域コミュニティが共存する環境の中で、子育てに対する取り組

みを進めています。しかし、人口減少や少子高齢化による家族形態の変化、就労の多様化、地域コ

ミュニティ意識の希薄化など、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。その結果、

子育てに対する不安や孤立感を感じる家庭が増え、多様化する保育ニーズへの対応が求められて

います。国や地域を挙げて、子どもや子育てを支援する新しい支え合いの仕組みを築くことがます

ます重要となっています。 

 こうした状況の中、本村では令和２年３月に「第２期西目屋村子ども・子育て支援事業計画」を策

定し、地域の特性を生かしながら、子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を行ってきました。令

和６年度をもって第２期計画の期間が終了することから、新たに令和７年度から 11年度を対象と

する「第３期西目屋村子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 

 本計画は、子どもたちの健やかな成長を支援し、子育て家庭を心からサポートすることを目指して

います。そしてこの計画は、本村の基本理念である「子どもと子育て家族をみんなで支え合うむら 

西目屋村」との調和を大切にしながら進められます。そのためにも、家庭、学校、企業、地域、行政

が一体となり、それぞれの役割を果たしながら連携協働することが最も重要です。 

 計画の策定にあたり、多くの皆様から貴重なご意見とご協力をいただきましたことに、心から感謝

申し上げます。次代を担う子どもたちの輝かしい未来と本村のさらなる発展のため、村民の皆様の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 これからも手を携えて、次世代を担う子どもたちのために、希望に満ちた未来を築いていきましょ

う。 
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第 1章 計画策定の背景と趣旨 

 
 

 

⒈ 国の動向 

 

 我が国においては、これまで子育て支援社会の構築を目指し、様々な対策を講じてきましたが、少子

化の進行を食い止めるまでには至っていません。 

 むしろ、少子化の急速な進行により、家族、地域、雇用環境など、子ども・子育てを取り巻く環境が大き

く変化し、子育ての孤立感や負担感の増加、家庭や地域における子育て力・教育力の低下といった課題

が顕在化しました。 

 これらの課題を解決していくため、平成 24年に「子ども・子育て関連３法」が制定されました。 

 この法律に基づき、社会全体で子どもの穏やかな成長や子育てを支援するための新たな仕組みを構

築し、幼児期における質の高い学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大、地域の子ども・子育

て支援の充実を推進する「子ども・子育て支援新制度」が平成 27年から始動しました。 

 この新制度では、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援に関する需

給計画として、「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられました。 

 その後、日本国憲法および児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）の精神にのっとり、すべての

子ども・若者が将来にわたって幸せな生活を送られる社会、いわゆる「こども真ん中社会」を実現するた

め、令和５年に「こども基本法」が施行されました。 

 また、子ども施策を総合的に推進するために、子ども施策に関する基本的な方針や重要事項を定めた

「こども大綱」が策定され、子どもや若者の最善の利益を最優先に考え、子どもや若者、子育てに携わる

方々などの意見を取り入れながら、子ども施策を推進していくことを謳っています。 

 

 

  こどもまんなか社会 

すべてのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯に

わたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状

況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に

将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会 
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⒉ 西目屋村の動向 
 

 西目屋村（以降「本村という。」）においては、子ども・子育て支援法に基づき、令和２年３月に「第２期西

目屋村子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第２期計画」といいます。）を策定し、変化する社会情勢に

柔軟に対応しながら、子育て家庭に寄り添う切れ目のない支援を通じて、子育て環境の充実に全力で

取り組んできました。 

 令和６年度をもって、第２期計画の期間が終了することから、新たに令和７年～11 年度を期間とする

「第３期西目屋村子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第３期計画」または「本計画」といいます。）を策

定します。 

 本計画は、子どもたちの健やかな成長を支援するとともに、子育て家庭を力強くサポートし、未来に希

望と安心を感じられる環境づくりを目指すものです。 

 

⒊ 計画の位置づけ 
 

 本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく計画として、すべての子どもの健やかな育ちと子育

て中の保護者を支援します。 

 この計画は、すべての子どもの健やかな育ちと子育て中の保護者を支援するとともに、村民が子育て

について理解と認識を深めることを目的とします。 

 

（１）支援の内容と協力体制 

 本計画は、家庭、特定教育・保育施設（認定こども園、保育所、幼稚園など）、学校、事業者や行政機関

などが相互に協力し、地域社会が一体となって子ども・子育て支援を推進するものです。 

 

（２）法令基盤と計画の位置づけ 

 本計画は、次世代育成支援対策推進法による「市町村行動計画」として策定されるとともに、「西目屋

村子育て応援日本一の村づくり宣言」に関連する分野の部門別計画として位置付けます。 

 

（３）こども基本法との関係 

 こども基本法において、市町村は、国の「こども大綱」と「都道府県こども計画」を勘案して、「市町村こ

ども計画」を作成することが努力義務とされています。 

本村では、本計画と市町村こども計画を分けて考え、その策定については今後検討を進めます。 
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⒋ 他計画との関係 
 

 本計画の策定にあたっては、上位計画「西目屋村総合計画」をはじめ関連する「西目屋村地域福祉計

画」「西目屋村教育基本方針」「西目屋村障がい者・障がい福祉・障がい児福祉計画」「健康にしめや21」

「西目屋村男女共同参画推進計画」との整合性を図りました。 

 

図表 1 他計画との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒌ 計画の期間 
 

 子ども・子育て基本法では、市町村子ども・子育て支援事業計画は５年を一期とすることが定められて

います。そのため、第３期計画の期間は、令和７～11年度の５年間とします。 

 

図表 2 計画期間 
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⒍ アンケートの実施 
 

 本村の子ども・子育てに関する実態とニーズを把握するため、就学前児童をもつ保護者および小学１

～３年生の児童をもつ保護者を対象にアンケート調査を実施し、計画の策定と今後の子育て支援の展

開に向けた基礎資料とします。 

 

①調査対象および調査方法など 

調査対象  

令和６年 12 月１日現在 本村に在住する就学前児童および小学１～３

年生の保護者 

〇就学前児童をもつ保護者：31世帯 

〇小学生１～３年生の児童をもつ保護者：29世帯 

 

調査期間  

 

 

令和６年 12月～令和７年１月 

 

調査方法  

 

 

オンライン（アンケートフォーム）による配信・回答 

 

② 回収結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 配信数（人） 回収数（人） 回収率（％） 

就学前児童の 

保護者向け 
31 18 58.1 

小学生の 

保護者向け 
29 13 44.8 

合計 60 31 51.7 
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⒎ 計画の策定体制と村民意見の反映 

 

 本村では、保護者代表、学識経験者、関係団体代表などから構成される「西目屋村子育て対策推進本

部」の中に「西目屋村子ども・子育て会議」を設置しました。 

 この会議では、子育て支援事業のあり方や事業ニーズ量などの必要な項目について慎重に検討の上、

その結果を計画書に反映しています。 

 さらに、本村における子育て支援ニーズを的確に把握するため、子育て中の保護者を対象としたアン

ケート調査を実施しました。 

 調査を通じて明らかになった子育ての現状や、今後の支援に対する要望などは、新たなサービスの目

標事業量規定をはじめ、今後の施策展開における基礎資料として最大限に活用します。 

 

  策定体制のイメージ 
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⒈ 人口の動向 

 

（１）本村の人口推移 

 本村の人口は、令和２年の 1,340人から令和６年の 1,236人までの５年間で 104人減少していま

す。 

 年齢区分ごとの人口を見ると、14歳までの年少人口と 15～64歳までの生産年齢人口は両方とも減

少傾向にあります。また、高齢者人口は、令和２年から令和３年にかけて微増した後、令和６年まで減少

傾向にあります。 

 

■年齢３区分別の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

  

第 2章 本村の現状 
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（２）児童人口の推移 

 就学前児童（０歳～５歳）については、令和２年の 64人から減少が続いており、令和６年には 41人に

減少しています。 

 小学生（6～11歳）の人口は、令和２年から令和４年にかけて増加しましたが、令和５年に一時的に減

少し、令和６年には再び増加に転じています。こうした変動は、地域の出生率や移住状況などが影響し

ていると考えられます。 

 

■年齢３区分別の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年４月１日） 

 

（３）一般世帯数の推移 

 国勢調査によると、本村の世帯数は平成７年から減少を続け、令和２年には 437世帯となりました。 

 一世帯あたりの人員も平成７年から減少が続いており、核家族化の進展が見られます。 

 

■世帯数と 1世帯あたりの人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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（４）婚姻と離婚 

 令和元年から令和５年までの婚姻数の推移を見ると、令和２年以降は３～４件で推移しています。特に

令和５年は４件と、過去５年で最も多い婚姻数となっています。 

 一方、離婚数は年によって変動が見られ、１件から４件の間で推移しています。令和４年に４件とピーク

を迎えましたが、令和５年には３件に減少しています。 

 全体的な傾向として、この５年間では婚姻数が安定的に推移しており、これは地域社会にとって前向き

な傾向と言えます。 

 

■婚姻と離婚件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計 

 

（５）出生数の推移 

 本村の出生数を令和元年から令和５年まで見てみると、変動はあるものの、近年は増加傾向にありま

す。令和元年は７人でしたが、令和２年に４人まで減少しました。その後、令和３年に５人、令和４年に７人

と徐々に増加し、令和５年には 10人まで回復しています。 

 近年の出生数の増加は、地域の活性化や若い世代の定住促進策などの取組みの成果と言えます。 

 

■出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計 
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（６）合計特殊出生率の推移 

 合計特殊出生率は 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の

間に産む子どもの数に相当します。全体的な傾向として、本村の合計特殊出生率は変動が見られるも

のの、概ね青森県や全国の水準と同等かそれを上回る水準を維持していることが分かります。 

 

■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計 

 

（７）女性の就労状況（令和２年） 

 本村では、女性の就業率が出産・育児期に一時的に低下するものの、その後再び上昇する、いわゆる

М字カーブを描いています。これは、若い世代の就業率が青森県平均と比較して高く、出産・育児を経

ても就業に復帰する女性が多いという特徴を示しています。 

 

■女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（令和２年） 
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⒉ 子育て支援の状況 
 

（１）保育所の状況 

 本村では、「たしろ保育園」のみが運営されており、現在の定員は 20名です。令和４～５年度には定員

が 30 名、それ以前は 40 名でした。村内の保育ニーズに応じる形で、保護者が選択肢として村外（弘

前市）の保育施設を利用するケースが見られます。これは「村内の保育園が定員に達して入れないから」

という理由ではなく、保護者の勤め先のほとんどは弘前市近隣であること、そして子育て定住エコタウン

への移住者が多いことなどから、勤務先に近い村外の保育施設が利用されているものです。このような

保護者の選択により、結果として村内の園の入所希望者数が減少し、定員が段階的に引き下げられて

いるのが実情です。過去５年間で21名の児童数が減少（約32%減）した背景には、保護者の教育方針

に基づく保育需要の変化が影響しています。 

 

■保育所利用者の推移 

 

 

 

 

 

 

各年３月 31日現在 

（２）時間外保育事業（延長保育事業）所の状況 

 本村の時間外保育事業は「たしろ保育園」のみが担っています。利用者の推移を見てみると、令和２年

から令和６年にかけて定員に対して 15 名前後が続いています。特に令和４年には一時的に児童数が９

名に減少しましたが、翌年には回復し、令和５年と令和６年には再び 15名を維持しています。なお、定員

については、令和４年度以前は 40名、令和５年度には 30名と変更があり、令和６年度以降は定員 20

名に対して 15 名前後の児童数が続いています。総じて、定員充足率は 75%前後で推移しており、地

域の保育ニーズに応えつつ持続可能なサービスを提供しています。 

 

■時間外保育所利用者の推移 

 

 

 

 

 

 

各年３月 31日現在 
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（３）小学校の状況 

 本村の小学校は「西目屋村小学校」１校のみです。令和２年から令和６年までの５か年における本村の

児童数は、わずかな増減はあるものの、大きな変動は見られていません。全体的な傾向としては、70 人

程度で推移しており、比較的安定した児童数を維持している状況です。この５か年の平均児童数は約

71人となっています。 

 本村の小学校は小規模校に分類されますが、極端な児童数の減少は見られず、地域の教育環境とし

て一定の規模を保持している状況にあります。 

 

■小学校児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年３月 31日現在 

 

（４）放課後児童クラブ（西目屋村児童クラブやまばと）の状況 

 本村では、保護者が日中家庭にいない小学校の児童を対象に、遊びを主とする健全育成活動を提供

しています。このクラブは西目屋小学校内に設置されています。 

 令和２年度と令和６年度を比較すると、利用者数はほぼ同水準（58 名～59 名）を維持しており、一定

の需要が継続している状況にあります。 

 

■放課後児童クラブ利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年３月 31日現在 
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（５）妊婦健康診査事業の状況 

 本村では、妊婦の健康をサポートするため、妊婦健康診査事業に力を入れています。令和２年には５

件だった実施件数（母子手帳交付数）は、令和５年には９件に増加しました。これは、この時期における出

生数の増加と相まって、妊婦の健康診査を受ける方が増えたことを示しています。その後、令和６年には

３件と減少しましたが、これは出生数が減少傾向にあることと関連していると考えられます。 

 

■妊婦健康診査事業の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

各年３月 31日現在 

 

（６）乳児家庭全戸訪問（新生児訪問）事業の状況 

 本村では、生後 28日までの乳児がいる家庭に対して、充実した子育て支援を提供しています。令和２

年には２件だった実施件数は、年々その件数を増やし、令和５年度には 10 件の訪問を実現しました。こ

れは本村が子育て支援に力を注いでいる証であり、村内の家庭から寄せられる期待への応えでもあり

ます。 

 

■乳児家庭訪問数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年３月 31日現在 
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⒊ アンケート結果からみえる現状（抜粋） 
 

（１）お住まいの地域について 

 

 就学前児童をもつ保護者、小学生をもつ保護者ともに「田代地区」が多くなっています。 

 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生をもつ保護者】 

（単位：人） 
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（２）お子さまの年齢・学年について 

 

 就学前児童をもつ保護者は「０歳児」が 27.8％と最も高くなっています。小学生をもつ保護者は「小

学１年生」が 69.2％と最も高くなっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生をもつ保護者】 

（単位：人） 
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（３）お子さまのきょうだい数について 

 

 きょうだいは１人と２人の割合が各々40.0%と最も高くなっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人(％)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生をもつ保護者】 

（単位：人(％)） 
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（４）回答者の配偶者の有無について 

 

 ひとり親家庭の割合は、就学前児童をもつ保護者で 5.6%であり、小学生をもつ保護者で 15.6%と

なっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生をもつ保護者】 

（単位：人） 
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（５）子育て（教育を含む）を主に行っている方について 

 

 就学前児童をもつ保護者、小学生をもつ保護者ともに「父母ともに」が最も高くなっています。 

 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生をもつ保護者】 

（単位：％） 
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（６）保護者の就労形態について 

 

 就学前児童をもつ保護者、小学生をもつ保護者ともに「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休

暇中ではない」が最も高くなっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生をもつ保護者】 

（単位：人） 
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（７）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について 

 

 利用状況は 83.3%の人が教育・保育事業を利用しています。利用している事業の内訳は、「許可保

育所」が最も多く、利用している理由は「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している」が最も

高くなっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 
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（８）教育・保育事業の実施場所について 

 

 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について、実施場所別にみると、村内が 40％、村外が

60％となっています。村外の利用先としては弘前市が 100％を占めています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔その他市区町村〕 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100%
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（９）平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由について（重複回答） 

 

 利用していない理由について、「子どもがまだ小さいため」が一番多くなっています。なお、「その他」の

回答については、「育休中でまだ、自分で面倒をみたい」となっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）平日に定期利用したい教育・保育事業について（重複回答） 

 

 最も希望が多かったのは「許可保育所」で 13 名（32.5%）でした。次いで「認定こども園」が８名

（20.0%）、「幼稚園」が６名（15.0%）となっています。村民の方々は認可された施設での保育を特に希

望されていることが分かります。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 
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1
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（11）土曜・日曜日・祝日の「定期的」な教育・保育事業の利用希望について 

 

 土曜日は、ほぼ毎週利用したい方が 11 人（61.1%）、月１～２回の利用希望が３人（16.7%）、利用す

る必要がないが４人（22.2%）という結果でした。利用希望者の約 93%（13 人中 12 人）が１日中の利

用を希望しています。一方、日曜日は利用する必要がないと回答した方が 11 人（68.8%）と最も多く、

ほぼ毎週利用したい方は２人（12.5%）、月１～２回の利用希望が３人（18.7%）となり、定期的な利用ニ

ーズは比較的低いことがわかりました。月１～２回の利用を希望する理由としては、月に仕事が入るため

という回答が４人（80%）と大多数を占めました。 

「その他」の回答については、時期による祖父母の農作業の手伝いとなっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２.および３.に回答された方々の利用したい時間帯について〕 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

〔３.に回答された方々の毎週ではなくたまに利用したい理由について〕 

（単位：人(％)） 
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（12）一時預かり等の今後の利用意向について（重複回答） 

 

 今後、不定期な一時預かり等を「利用したい」と回答した方が 60.0%で、その利用の目的は「私用、リ

フレッシュ目的」が43.5％で最も多く、次いで「冠婚葬祭、学校行事、親や子どもの通院など」（39.1％）、

「不定期の就労」（17.4％）が続いています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔一時預かり等を利用したい理由について〕 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.0%

40.0%

利用したい 利用する必要はない

9

10

4

0 2 4 6 8 10 12

ア. 私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事など）、リフレッシュ目的

イ. 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含

む）や親の通院など

ウ. 不定期の就労

エ. その他
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（13）病院・病後児童保育の利用意向について 

 

 この１年間にお子さまが病気やケガで通常の教育・保育サービスが利用できなかったことがあった際、

病児・病後児のための保育施設等を「利用したかった」と回答した方は 45.5%となっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14）子どもの小学校就学後の放課後の過ごし方について（重複回答） 

 

 ５歳のお子さまがいる保護者に、入学後、放課後をどこで過ごさせたいと考えているかお聞きしたとこ

ろ、「放課後児童クラブ」が最も多く、次いで「習い事」となっています。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人(％)） 
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（15）育児休業の取得状況について 

 

 母親についてですが、調査対象となった合計 18 人のうち、働いていなかった方が４人いらっしゃいま

した。育児休業を取得した（あるいは取得中の）母親は 13人で、全体の 72.2%にあたります。一方、育

児休業を取得していない母親は１人で、全体の 5.6%に相当します。 

 次に、父親についてですが、調査対象は合計 16 人で、そのうち育児休業を取得した（あるいは取得中

の）方は２人でした。これは全体の 12.5%にあたります。育児休業を取得していない父親は 14 人おり、

全体の 87.5%を占めています。 

 このように、母親の育児休業取得率は比較的高い一方で、父親の取得率はまだ低い状況です。 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16）子育ての環境や支援に関する村民の方のご意見について 

 

【就学前児童をもつ保護者】 

〇保育園が無償なので今でも十分に助かっています。ありがとうございます。 

〇個人事業主は、産休育休制度がありません。休んだぶん、お金は流れていくばかりで働かないと稼げ

ない。個人事業主にも制度が欲しいです。西目屋村に、子供が遊ぶところが欲しいです。 

〇有料でも良いので室内遊び場を作って欲しい。 子育てしやすい地域として強みになるとおもいます

し、周りの皆さん同じ意見です。 

〇雪や、事故による怪我など課題はありますが、外の遊び場もあるといいなと思います。 

〇西目屋村は手厚く子育てに寛大で素晴らしい村ですが、「遊び場」だけが不十分だと思います。  

〇西目屋村内での運転マナーを周知し、厳しく対処するのも大切だと思います。右左折時の方向指示

器を必ず使用する。未だに多い飲酒運転を撲滅する。 横断歩道、十字路など徐行、一時停止の徹底。

これらを徹底して安全で安心できる村にして頂きたいです。 
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〇村内に全天候型の遊び場があると、わざわざ弘前市に行って遊び場を探す必要が無いのになぁと思

っています。自然が豊かなところなので、自然教室のようなものの実施や、絵本が読める図書館（図書コ

ーナーでもいいかもしれません）など体力が有り余っている子どもたちを開放できる場所があれば、学

びにもつながると考えます。小学校は県内でも賢い子が多いと聞きました。それは親としてはそういう所

に通わせられるのはメリットがあります。更にブラッシュアップさせる形で質の良い教育を幼い年齢から

村でしてくれるのであれば、もっと村民が増えると思います。 

〇近くに支援センターがない、子ども達が遊べる公園がほぼない、室内で遊べる場所があると子育てす

るのに助かる。 

 

【小学生をもつ保護者】 

〇公園に遊具と樹木を増やして欲しいです。 

〇もっと障害をもった子に対しての対応を手厚くしてほしい。 

〇就学前に精神発達、情緒、言語などをみる知能検査や家庭へのアンケート調査などを実施するように

した方がよいと思います。 
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⒈ 計画の基本理念 

 

 ≪基本理念≫ 

 

 

 

 

 

 ≪基本的視点≫ 

〇子どもは大切な時代を担う村民 

 子どもには生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利があります。すべての子どもが次の時

代を担う、大切な村民として位置づけられ、子どもの利益が最大限に尊重されるよう、本計画は子ども

を大切な村民として尊重する計画とします。 

 

〇子育て世代が安心して子育てが続けられる環境づくり 

 子育て家庭のなかには、協力者や相談者がいないことで、過度な負担や孤立感、ゆとりのなさ、仕

事との両立の困難さなどで、ともすれば子育ての楽しさを忘れてしまいがちな家庭もみられます。子

育てをしているすべての父親や母親が、地域社会のなかで安心して子育てができ、しかも、子育ての

楽しさを実感できるよう、地域、企業、事業所、行政が協働して応援することを目指します。 

 

〇地域の子育て力の発掘とネットワーク化 

 子育て支援に活用できる施設や人材など社会資源を掘り起こし、その輪を広げ、つなぎ、子育て家

庭を応援することから希望あふれるむらづくりを工夫します。今後も、村のあらゆる施策を子どもや

子育て家庭からの視点により見直すとともに、相互に連携を図りながら、ネットワーク化を進めます。

さらには最近の情報通信体制の整備、活用により、子育て情報を共有し、家庭、地域、行政、事業所

等がともに子育てに関われる地域社会の構築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 3章 計画の基本理念と施策体系 
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⒉ 計画の基本目標 

 

基本目標１：地域のみんなで支える子育て家族                                    

 親の働き方の多様化に伴い、保育サービスにも多様性が求められています。子どもたちにとって、保育

所は日中家族と離れる初めての場であり、その質は人間性や社会性の発達に大きな影響を与えます。

子どもの利益と尊厳を最優先に考え、利用者のニーズや将来動向を踏まえて、子どもが幸せな幼児期

を過ごせるよう、一時保育や休日保育などの充実を図ります。さらに、現在も機能するコミュニティを活

かし、子育て世代の孤立を防ぎ、子どもたちが地域に愛着を持てるよう支援します。地域全体が保育に

関わる体制を強化し、高齢者との交流促進や情報提供体制を整備します。 

 

基本目標２：子どもの成長と自立を支えるむらづくり                               

 少子化、情報化といった社会環境の変化や、生活スタイルと価値観の多様化により、社会全体が大き

く変革しつつあります。この変化は大人だけでなく、子どもたちの生活にも大きな影響を与えています。

こうした状況の中で、多くの若者が社会や将来への不安を抱え、大人になることに疑念を感じています。

そのため、次の時代を担う若者たちが自信を持って大人として自立し、結婚や子育てを実現できるよう、

家庭・地域・企業・学校が協力して健全な育成を推進する取り組みを進めます。 

 

基本目標３：親と子の健やかな暮らしづくり                                      

 子どもが輝くためには、まず母親自身が心身ともに健康であることが不可欠です。そのため、母親の妊

娠・出産の各ステージにおいて、きめ細かなサポートを提供し、子どもの健やかな心身の発達を促進す

ると共に、安心して産み育てるための環境基盤を強化します。さらに、次世代の親となる中学生・高校生

に向けた育児体験や思春期保健の充実も図ります。食育に関しては、保健・福祉、教育委員会、農業担

当といった関係機関が連携し、安全で安心な地域食材を提供する体制づくりを進め、子どもたちの食へ

の関心を高めるための施策を推進します。 

 

基本目標４：いきいきとした、楽しい学びの環境づくり                               

 次代の社会を築く子どもたちがその個性を豊かに伸ばし、力強く生きるためには、確かな学力の向上

が必要です。また、地域の人材を活かし、生きる力を育んでいくことも重要です。同時に、スポーツを通

じて身体を鍛え、自らの健康を自分で管理する意識と知識を養うことで、健やかな成長を支援します。

さらに、家庭での子育て力が低下している現代において、自信を持って家庭教育が行えるよう、さまざま

な学習機会の充実や情報提供を進めています。いじめや不登校といった問題への対策も怠らず、これ

からも学校、PTA、地域、行政が手を取り合って児童・生徒を支え、そうした問題を未然に防ぐ努力を続

けます。 
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基本目標５：子育てしやすい生活環境づくり                                      

 親が安全でゆとりを持って子育てできる生活環境を確保することは、そのまま子どもの安全・安心を保

障することにつながります。 

 そのため、公共施設のバリアフリー化など、子育て家庭にやさしい都市基盤を整備し、安全・安心を重

視した村づくりを推進しています。また、公園などの公共施設の整備に加え、各地区で子どもたちが安心

して外で遊べる環境づくりも進めていきます。 

 

基本目標６：子育てと仕事の両立を支援するむらづくり                              

 これまで子育ては家庭内で完結すべきものという考えが主流でした。その結果、子育て家庭や、これ

から子どもを産み育てようとする家庭の経済的・精神的・肉体的な負担が増大しています。 

 このため、すべての子育て家庭が、子育ての本来の喜びを実感しながら、自信とゆとりを持って子ども

を育てられるよう、地域における支援体制を強化します。また、父親の育児参画の促進や働き方の見直

しなど、家庭、地域、企業（事業所）が一体となった取り組みを推進していきます。 

 

基本目標７：子どもたちを危険から守るむらづくり                                 

 少子化という課題に、地域が一丸となって立ち向かい、子どもを産み育てやすい環境を築き上げてい

きます。子どもたちの笑顔が輝き、子育て家庭が心から安心して暮らせるよう、地域全体で子育てを応

援します。 

 そのために、犯罪や交通事故から子どもたちの尊い命と安全を守り、いじめや児童虐待といった問題

にも全力で取り組みます。被害を受けた子どもたちとその保護者への支援体制を強化し、誰もが安心し

て暮らせる強固な地域社会を構築します。 

 

基本目標８：要保護児童への適切な対応                                        

 すべての子どもの幸せを最優先に掲げ、その権利を最大限に尊重することを基本理念とします。 児童

虐待から子どもの生命と安全を守るため、地域社会と連携し、被害児童とその保護者を支援する包括

的な体制を構築します。 

 障がいのある子どもたちについては、保育園や学校等での受け入れ体制を充実させ、支援費制度の

適正な運用を通じて、一人ひとりのニーズに応じた多様なサービスを提供していきます。 
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⒊ 計画の施策体系 
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■ ︣  
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⒈ 子ども・子育て支援サービスの全体像 
 

 子ども・子育て新制度では、保護者等に提供されるサービスが「子どものための教育・保育給付」と「地

域子ども・子育て支援事業」の二つに分類されます。 

 「子どものための教育・保育給付」には、施設型給付と地域型保育給付が含まれます。 

 一方、「地域子ども・子育て支援事業」は、市町村が独自の判断で実施するプロジェクトが対象です。 

 これら二つのサービスの主な違いは、「子どものための教育・保育給付」が国の統一基準に基づいて各

市町村で実施されるのに対し、「地域子ども・子育て支援事業」は市町村が地域のニーズに即したサー

ビス提供を行う点にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 4章 子ども・子育て支援の施策展開 
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⒉ 教育・保育提供区域の設定 

 

 子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を計画的に

整備していくため、本村では提供区域を設定し、各区域における「量の見込み」及び「確保方策」を定め

ることとしています。これは国が示す基本指針に沿ったものであり、子育て家庭のニーズに適切に対応

し、質の高い教育・保育サービスを提供することを目的としています。 

 

（１）教育・保育提供区域の考え方 

 教育・保育提供区域を設定するにあたり、地理的条件や交通事情、社会環境などを総合的に考慮しま

す。この区域設定は、地域型保育事業の認可における需給調整の基準となります。また、地域子ども・子

育て支援事業との整合性を保ちつつ、必要に応じて事業ごとの区域設定も可能とします。 

 

（２）本村の教育・保育提供区域について 

 本村での各提供区域は１区域として設定しました。地域の特性と子育て環境の実態を総合的に勘案し、

以下の観点から区域設定をしています。 

 第一に、本村の年少人口構造を見ると、０～５歳児は 41 名（令和６年４月１日現在）と比較的小規模で

あり、複数の民間事業者による教育・保育施設の運営が困難であることです。 

 第二に、本村の子育て世帯の大半が自家用車による移動を基本としており、また送迎サービスの活用

により、広域的な教育・保育サービスの利用が可能であることです。このことから、広域型の教育・保育

事業と地域密着型の保育事業を適切に組み合わせることで、効率的なサービス提供体制の構築が可能

となります。 

 第三に、地域子ども・子育て支援事業については、各地域の人口動態や特性に応じて柔軟な整備が可

能であり、地域の実情に即したきめ細かな支援体制を確立できることです。 

 

教育・保育提供区域(本村１区域) 
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⒊ 本村の子どもの人口について 
 

 本村の子どもの人口は、０～５歳では令和２年の 64 人から令和 11 年には 36 人と推計され、28 人

（43.8%）の減少が予測されます。一方、６～11 歳については、令和２年の 68 人から令和 11 年には

41人と推計され、27人（39.7%）の減少が予測されます。 

 なお、各年度の推計の子どもの数（０～11 歳）は、令和２～６年の住民基本台帳人口を基礎データとし、

コーホート変化率法により推計しています。 

 

各年齢別子どもの人口推計（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口データは、令和６年までは、４月１日時点の住民基本台帳の実数値を使用しています。 

一方、令和７年以降は、より精度の高い将来予測を行うため、令和２年から令和６年までの住民基本台

帳のデータ（日本人と外国人を含む）を基に、「コーホート変化率法」という手法を用いて算出した推計

値を採用しています。 

「コーホート」という言葉は、同じ年や同じ時期に生まれた人々の集団を指します。この方法では、過去

の人口動向に基づき、各コーホートについての「変化率」を算出し、それをもとに将来の人口を推計しま

す。 

 

 

 

 

  



 

35 

 

⒋ 保育の必要性の認定について 
 

 子ども・子育て支援法において、教育・保育給付の利用にあたっては、子どもの年齢および保育の必要

性に基づく認定（法第 19条）が不可欠とされています。 

 この制度のもと、市町村は保護者からの申請を受理し、明確な基準に則って保育の必要性を判断した

うえで、適切な給付を行うこととなっています。 

 認定区分は主に３つの類型に分類され、各区分に応じて利用可能な施設やサービスが設定されてい

ます。 

 

■認定区分 

  

１号認定 

（教育標準時間認定） 
満３歳以上の小学校就学前の子ども（２号認定を除く） 

２号認定 

（３歳以上保育認定） 

満３歳以上の小学校就学前の子どもで「保育の必要な事由（保護者の就労や

疾病等）」に該当し、保育所等での保育を希望する場合 

３号認定 

（３歳未満保育認定） 

満３歳未満の子どもで「保育の必要な事由（保護者の就労や疾病等）」に該当

し、保育所等での保育を希望する場合 

 

Ẍ ḱ  
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⒌ 幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保の内容について 
 

 本村では、子ども・子育て支援法に基づき、市町村としての計画の中で、村全体を１つの教育・保育提

供区域と位置づけています。この区域における教育・保育のニーズや地域の子育て支援事業の必要量

について、利用の実績やニーズ調査の結果を踏まえ、事業ごとに「量の見込み」と「確保策」を策定しまし

た。 

 

  量の見込みの算出方法について 

 量の見込みの算出について、国の手引きではニーズ調査結果を基にした算出方法が示されて 

おり、併せて様々な要因を考慮した補正や、自治体独自の算出方法も認められています。 

 国の手引きに基づく算出方法を原則としつつも、この方法では利用希望のすべてがニーズ量として

計上されるため、特に子ども・子育て支援事業において、算出値が実態と大きく異なる傾向がみられ

ます。 

 そこで本村では、より実態に即した計画とするため、過去の利用実績等を十分に考慮し、必要に応

じて事業ごとに適切な補正を行うこととしています。これにより、地域の実情に合った、より実効性の

高い子育て支援の実現を目指します。 

 

（１）特定教育施設（幼稚園・認定こども園） 

 幼稚園は、保護者の就労の有無に関わらず、３歳児から入園できる幼児教育の専門機関です。子ども

たちの発達段階に応じた豊かな教育環境を整え、生きる力の基礎を育み、心身の調和のとれた成長を

支援する学校教育施設です。 

 認定こども園は、保育と教育を一体的に提供し、子どもの健やかな成長を心からサポートします。また、

県の認可を受けた安心と信頼の施設であり、地域の子育て家庭に寄り添う存在です。小学校就学前ま

での子どもをお預かりし、一人ひとりの発達段階に合わせたきめ細やかな教育・保育プログラムを提供

するだけでなく、保護者の子育て不安や悩みに寄り添う様々なサポートを行う施設です。 

 

【実施状況】 

  本村では該当施設がないため、実施していません。 

【確保の方針】 

  村内外施設との連携を含め、ニーズ量の推移から必要があれば検討を行います。 
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（２）特定保育施設（認可保育所）および特定地域型保育事業（小規模保育事業等） 

 認可保育所は、保護者の就労や疾病等により、家庭での保育が困難な場合に、０歳から小学校就学前

までの子どもをお預かりする児童福祉施設です。 

 

【確保の方針】 

  ニーズ量の見込みが確保提供数を上回っており、近隣市町村との広域利用の連携を強化する

等、利用の調整を検討していきます。 

 

【特定保育施設（許可保育所）における量の見込みについて】 

 

 

（３）特定地域型保育事業（小規模保育事業等） 

 特定地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度に基づき、本村が定める基準を満たした施設で、

保育を必要とする０歳から２歳までの子どもを対象とした認可保育事業です。 

 

【実施状況】 

  本村では、実施していません。 

【確保の方針】 

  村内外施設との連携を含め、ニーズ量の推移から必要があれば検討を行います。 

 

（４）認可外保育施設等 

 認可外保育施設については、児童福祉法に基づく都道府県知事等の認可は受けていませんが、小学

校就学前の子どもをお預かりし、きめ細やかな保育サービスを提供する施設です。 

 

【実施状況】 

  本村では該当施設がないため、実施していません。 

【確保の方針】 

  必要性については、村内の保育ニーズの動向を注視しながら検討していきます。 
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⒍ 地域子ども・子育て支援事業の見込み量と確保の内容について 

 

（１）利用者支援事業 

 利用者支援事業は、子どもやその保護者、妊娠中の方々が教育・保育施設や子育て支援事業を円滑

に利用できるよう、教育・保育施設及び地域の子育て支援プログラムに関する情報を提供します。さらに、

必要に応じて相談やアドバイスを行い、関連機関との連携・調整なども行います。 

 

【実施状況】 

  本村では、公式な事業としては実施していないものの、村の保健師、保育所、障がい児通園施設、

教育委員会などの関係機関が連携し、保護者に寄り添った育児相談やアドバイスを提供しています。 

【確保の方針】 

  今後もこの体制を維持し、継続して支援を行っていきますが、需要の状況に応じて新たな施策の

実施も検討していきます。 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

 子どもたちとその保護者、または妊娠中の方々が子育ての交流を行う場を安心して利用できるよう、

教育・保育施設や地域の子育て支援活動の情報を提供し、必要に応じた相談やアドバイスを行います。

また、関係機関との連携・調整も行い、総合的なサポートを実現します。 

 

【実施状況】 

  本村では、現在は実施していませんが、子育て家庭の孤立を防ぐため、乳幼児やその保護者が同

じ子育て環境を共有する親子と交流できる場の創設が求められています。 

【確保の方針】 

  本村では、保育所との協議を重ね、子育て家庭の皆様が安心して子育てができる環境づくりを目

指し、乳幼児とその保護者が集い、交流できる場の創設を計画しています。 

 

 

地域子育て支援拠点事業の年度別量の見込みと確保方針 
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（３）一時預かり事業 

 家庭での保育が一時的に困難になった乳幼児を対象に、主に昼間の時間帯に認定こども園、幼稚園、

保育所、地域の子育て支援拠点などで、一時的にお預かりし、必要な保護を行うプログラムです。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の需要に応じて、近隣の市町村と連携しながら適切に対応していきます。 

 

（４）乳児家庭全戸訪問（新生児訪問）事業 

 乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する有益な情報提供や、赤ちゃんと家族の心身の状

態・養育環境の確認を行います。また、育児に関する相談や専門的なアドバイスを通じて、安心して子育

てができる環境づくりをサポートする事業です。 

 

【実施状況】 

  乳児家庭訪問は全戸で実施しています。 

【確保の方針】 

  引き続き、全戸訪問活動を通じて、きめ細やかな支援体制を維持していきます。 

 

乳児家庭全戸訪問事業の年度別量の見込みと確保方針 
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（５）養育支援訪問事業 

 養育支援訪問事業では、乳児家庭全戸訪問事業等を通じて、特に支援が必要な妊婦や児童を見つけ

出し、助産師や保健師が直接訪問して、専門的な相談やサポートを提供します。 

 

【実施状況】 

  子育て支援が必要なご家庭には、訪問による個別相談・支援を実施しています。 

【確保の方針】 

  現状の取り組みが有効に機能していることから、今後も必要に応じて、これまでの実績に基づいた

適切な指導・助言を継続していきます。 

 

養育支援訪問事業の年度別量の見込みと確保方針 

 

 

 

 

 

 

（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 乳幼児や小学生を持つ保護者を対象に、子育て支援を希望する方とサポートを提供したい方をつなぐ

事業です。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の需要に応じて、近隣の市町村と連携しながら適切に対応していきます。 
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（７）子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

 保護者の疾病や怪我、育児ストレスなど、様々な事情により一時的に子どもの養育ができなくなった場

合に児童養護施設などにおいて一定期間、子どもを預かる事業です。 

 

【実施状況】 

  本事業は、令和４年度より開始し、令和５年度に１名の利用実績がありました。 

【確保の方針】 

  本事業の認知度向上に努めるとともに、引き続き必要な方が適切なタイミングで利用できるよう、

受け入れ体制の維持・確保に努めます。 

 

子育て短期支援事業の年度別量の見込みと確保方策 

 

 

 

 

 

 

（８）時間外保育事業 

 保育認定を受けた児童に対し、認定こども園や保育所等における通常の保育時間を超えて提供され

る保育サービスです。 

 

【実施状況】 

  本村では、時間外保育事業を午後６時から午後７時まで実施しています。 

【確保の方針】 

  今後も利用ニーズに応え、このサービスを継続的に提供していく方針です。 

 

 

時間外保育事業の年度別量の見込みと確保方針 
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（９）病児保育事業 

 保護者の就労などにより家庭での保育が難しい場合に、病気や病気回復期にある乳幼児・小学生を

対象として、病院や保育施設などで一時的に預かり、適切なケアを提供する事業です。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の需要に応じて、近隣の市町村と連携しながら適切に対応していきます。 

 

病児保育事業の年度別量の見込みと確保方策 

 

 

 

 

 

 

（10）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 保護者が仕事などで昼間不在となる家庭の小学生を対象に、授業終了後の時間を安心して過ごせる

環境を提供し、遊びや生活の充実を通じて健やかな成長を支援する事業です。 

 

【実施状況】 

  本村では、保護者が日中いない小学生を対象に、放課後児童クラブ「やまばと」を運営していま

す。 

【確保の方針】 

  本村では、今後も継続して実施し、地域の子どもたちが安心して過ごせる環境を確保していきま

す。 

 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の年度別量の見込みと確保方針 
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（11）妊娠健康診査事業 

 妊婦の健康維持・増進を目的とし、健康診査を通じて以下を実施します。 

ᵑ 健康状態の把握 

ᵒ 各種検査・計測 

ᵓ 保健指導 

 さらに、妊娠期間中の適切なタイミングで、必要に応じた医学的検査を行い、母子の健康を支えます。 

 

【実施状況】 

  現在、国の指定検査に付随する妊婦検査費用について、検査の項目・金額・回数ともに無制限で

助成しています。 

【確保の方針】 

  妊婦健康診査は、出産を無事に迎えるまでのリスクの早期発見とともに、日常生活や環境、栄養

なども含め母子の健康保持のためにも重要な健診となることから、今後も継続して行っていきます。 

 

妊娠健康診査の年度別量の見込み 

 

 

 

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 保護者の世帯所得の状況等を考慮し、特定教育・保育施設等において保護者が負担する日用品や文

房具などの教育・保育に必要な物品の購入費、または行事参加費等を支援する事業です。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の需要に応じて、近隣の市町村と連携しながら適切に対応していきます。 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入を促進し、多様な事業者の強みを活かした施設の設

置・運営を推進するための調査研究および支援事業です。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の需要に応じて、近隣の市町村と連携しながら適切に対応していきます。 
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（14）子育て世帯訪問支援事業 

 子育て世帯訪問支援事業は、訪問支援員が家事・子育てなどに対する不安や負担を抱えた子育て家

庭、妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事や

育児の支援を実施する事業です。これにより家庭や養育環境を整え、虐待リスクなどの高まりを未然に

防ぎます。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の方向性については、現在、様々な要素を精査しながら計画を慎重に検討しています。現時

点では、具体的な施策や実行プランについては未確定であり、引き続き関係者との協議と検討を進

めていきます。 

 

（15）児童育成支援拠点事業 

 児童育成支援拠点事業は、養育環境や家庭内の課題を抱える子どもたちに対し、安心して過ごせる居

場所を提供する取り組みです。生活習慣の形成、学習のサポート、進路の相談、食事の提供などの支援

を行い、個々の児童および家庭の状況を丁寧にアセスメントして、適切な関係機関へのつなぎ役を担い

ます。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の方向性については、現在、地域のニーズや課題を総合的に分析し、慎重に検討を進めてい

ます。現時点では具体的な施策や方針は確定していませんが、引き続き関係者と連携し、最適な支援

体制を構築すべく、さまざまな観点から検討を重ねています。 

 

（16）親子関係形成支援事業 

 親子関係形成支援事業は、子育てに悩みや不安を抱える保護者およびその子どもに対し、講義やグ

ループワーク、ロールプレイなどを通じて、子どもの心身の発達状況に応じた情報提供、相談、助言を行

います。また、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が交流し、悩みや不安を共有できる場を設けること

で、情報交換や相互支援を促進します。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  今後の方向性については、現在、地域のニーズや課題を総合的に分析し、慎重に検討を進めてい

ます。現時点では具体的な施策や方針は確定していませんが、引き続き関係者と連携し、最適な支援

体制を構築すべく、さまざまな観点から検討を重ねています。 
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（17）妊娠等包括相談支援事業 

 妊婦等包括相談支援事業は、妊娠の初期から妊産婦に寄り添い、出産や育児の計画を立てるための

面談や継続的な情報提供を行います。この事業の目的は、妊婦とその家族が安心して妊娠期間を過ご

し、出産後も適切なサポートを受けられるよう、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を推進すること

です。 

 

【実施状況】 

  現在、妊婦のための支援給付事業と一緒に取り組みをしています。 

【確保の方針】 

  村保健師が面談等の実施により、必要な情報提供や相談に応じます。今後も継続して行っていき

ます。 

 

（18）乳児等通園支援事業 

 乳児等通園支援事業は、保育所やその他の適切な施設において、満３歳未満の乳児や幼児に適切な

遊びと生活の場を提供することを目的としています（保育所に入所している場合など一部の例外を除く）。

この事業では、乳児や幼児の心身の状況および養育環境を把握するための保護者との面談を行い、育

児についての情報提供や助言、その他の援助を提供します。 

 

【実施状況】 

  本村では現在この事業を実施していません。 

【確保の方針】 

  現在、地域のニーズや課題を総合的に分析し、慎重に検討を進めています。現時点では具体的な

施策や方針は確定していませんが、引き続き関係者と連携し、最適な支援体制を構築すべく、さまざ

まな観点から検討を重ねています。 
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（19）産後ケア事業 

 産後ケア事業は、助産師などの看護職が中心となり、母子に対して総合的なケアを提供する取り組み

です。この事業の目的は、母親の身体的な回復と心理的な安定を促進し、母親がセルフケア能力を養い

ながら、母子の愛着形成を支援することです。また、母子とその家族が健やかに育児を行えるよう、包括

的なサポートを提供します。 

 

【実施状況】 

  本村では、令和 7年度より「産後ケア事業」を開始します。 

【確保の方針】 

  退院直後の母子が安心して育児に専念できるよう、心身のケアや育児サポートを提供し、産後の

暮らしを温かく支えます。村全体で新たな命を育む環境を整え、母親の負担を軽減しながら、健やか

な子育てを実現するための支援体制を確立します。 

 

産後ケア事業の年度別量の見込みと確保方策 

 

 

 

 

 

 

（20）西目屋村チャイルドシート購入助成金 

 本村では、令和６年４月１日以降に生まれた子どもを養育する保護者を対象とし、チャイルドシート購入

費用の助成を行っています。助成金の上限額は 10,000円となっています。 

 

【実施状況】 

  現在、本助成制度の利用実績はありません。 

【確保の方針】 

  安全で快適な育児環境の整備を推進するため、引き続き周知活動を強化し、対象となる保護者方

へ積極的な支援を行っていきます。 
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⒎ 教育・保育の一体的提供と推進体制の確保について 
 

（１）質の高い教育・保育を提供する人材を確保する 

 新制度のもと、保護者の就労状況にかかわらず、すべての子どもが質の高い教育・保育を受けられる

環境の整備が求められています。国においても、認定こども園の普及促進に向け、教育と保育を一体的

に担う人材の確保に向けた取り組みが進められています。 

本村においても、地域の実情を踏まえ、認定こども園への移行を視野に入れた検討を進めていきます。

また、幼稚園・保育園職員の資質向上を図るため、県主催の合同研修会への参加を促すとともに、的確

な情報提供や支援を行っていきます。 

 

（２）幼児期の「育ち」を保障する 

 少子化の進行、核家族化、そして地域コミュニティの希薄化により、子どもたちが家庭や地域社会で他

者と関わる機会が減少しています。こうした社会環境の中において、幼稚園や保育所などでの集団生活

は、子どもたちの心の成長を育むうえで、ますます重要な役割を担うようになっています。本村では、村

内の教育・保育施設において、同年齢や異年齢の子どもたちが主体的に関わり合う機会を大切にし、豊

かな人間関係を育む環境づくりに積極的に取り組んでいきます。 

 

（３）関係機関との連携を強化する 

 教育・保育の一体的提供を促進するためには、行政、民間の各関係機関が密接に連携することが必要

です。行政関係各課、認定こども園、幼稚園、保育所、教育委員会等と日頃からの情報交換や交流によ

り、地域全体による子ども・子育て支援を推進していきます。 

 

⒏ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 
 

 子育てのための施設等利用給付の実施にあたり、公正かつ適正な支給の確保に努めるとともに、保護

者の皆さまに対し、制度のご案内を的確に行います。 

また、特定子ども・子育て施設等の確認に関しては、県や施設所在市町村と緊密に連携し、情報共有を

図りながら、適切に対応していきます。 
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⒈ 計画の序論 

 

 次世代育成支援対策については、これまで平成 17年４月から平成 27年３月の 10年間にわたり、西

目屋村次世代育成支援行動計画（前期・後期計画）に基づき推進してきました。この度、新たに策定され

る第三期子ども子育て支援計画においても、前回の後期計画で掲げた基本理念を継承し、その実現に

向けた取り組みを進化させていきます。 

 具体的には、過去の計画で定めた８つの基本目標を基盤とし、各関連施策の評価と見直しを経て、新

たに改訂した推進策を展開します。これにより、地域のニーズに即した効率的かつ効果的な子育て支援

を提供し、健やかな次世代育成を実現することを目指します。 

 次章以降では、各施策と関連事業の詳細、そして具体的な推進方法について詳述します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5章 次世代育成支援の施策展開 

 
 

  

本章では、各事業の評価を６段階表

記しました。 

 

A＝目標達成 

B＝目標に向かって改善 

C=横ばい状態 

D＝停滞ぎみ 

E＝事業未実施 

F＝評価できず 
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⒉基本目標Ⅰ 地域のみんなで支える子育て家族 

 

⒉-1 推進施策１ 地域における子育てサービスの充実                          

 

（１）放課後児童健全育成事業の充実 

 小学校の児童の保護者が仕事で放課後保育できない場合に預かる放課後児童クラブを運営していま

す。 

 

（２）相談機能の強化 

 教育委員会、住民課、保育所や学校で相談を受け付けています。 

 

（４）放課後子ども教室の事業検討 

 多様な体験・活動ができる環境を整えるため、関係機関と協議・検討を行っています。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

放課後児童健全育成

事業の充実 

保護者が仕事等により、放課後保育でき

ない小学校の児童に対して、適切な遊び

や生活の場等を与え、健全育成を図りま

す。 

A 住民課 

児童・家庭相談の 

充実 

家庭における適切な児童の養育と、養育

に関連して発生する児童の問題の解決

を図るため、家庭児童の福祉に関しての

相談にあたるとともに、さらに必要があれ

ば専門機関への紹介をします。 

A 住民課 

心配ごと相談 社会福祉協議会を窓口とする各種相談

を実施します。 
A 住民課 

 

（５）デジタル子育て支援プラットフォームの導入【新規】 

 地域内で子育てに関する情報を提供し、オンラインでの相談窓口を設けることで、親たちがより手軽に

情報を得られる環境を整えます。地域の保健師や教育関係者が参加し、オンラインセミナーやコミュニテ

ィを通じて情報提供と相談が行えるように検討します。 

 

（６）職業訓練と就業支援【新規】 

 親たちが仕事と育児を両立できるよう、職業訓練や就業支援を提供します。地域の企業と協力し、フレ

ックスワークの導入や職業訓練プログラムの提供を検討します。 
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（７）健康管理とメンタルケア【新規】 

 親子ともに健康管理とメンタルケアを充実させます。例えば、無料の健康診断やストレス管理ワークシ

ョップなどです。地域の医療機関と協力し、定期的な健康診断とメンタルケアプログラムの提供を検討し

ます。 

 

⒉-2 推進施策２ 保育サービスの充実                                    

 

（１）保育所定員 

 現在、村内の保育所は定員 20 名であり、入所児童数の推移や保育ニーズを見極め、希望者に対応

できる施設の充実を図る必要があります。 

 

（２）延長保育事業 

 開所時間後 60分間（18時から 19時）に延長保育を実施し、保護者の就労形態の多様化に対応して

います。 

 

（３）休日保育事業 

 日曜日や祝日に保育を実施し、保護者の就労形態の多様化に伴うニーズに対応しています。 

 

（４）一時保育事業 

 保護者の緊急又は断続的な就労、傷病、介護、冠婚葬祭、育児負担軽減などにより一時的に保育が必

要な児童に対し、保育サービスを提供しています。 

 

    

保育所の運営 

保護者の就労又は疾病等により、家庭に

おいて当該児童を保育することができな

いと認められる場合に保護者に代わり、

保育所での保育を実施します。 

A 
住民課 

保育所 

延長保育事業 
開所時間後、60 分の延長保育を実施し

ます。 A 保育所 

休日保育事業 日曜日および祝日などの休日保育を実

施します。 A 保育所 

一時保育事業 一時的に保育が必要な児童に対し、保育

サービスを実施します。 A 保育所 

保育料の軽減 

保育所入所家庭の経済的負担を軽減す

るため、国の保育料徴収基準より低額な

村独自の保育料徴収基準を定め、保育

料の軽減に努めます。 

A 住民課 

 

（５）テクノロジーの活用【新規】 

 ICTを活用した業務改善やオンラインでの手続きの導入を検討し、効率的な運営を目指します。 
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⒉-3 推進施策３ 子育て支援のネットワークづくり                             

 

（１）子育てネットワークの整備強化 

 保育所、学校、公民館、図書館などが連携し、子育てに関する情報や活動を保護者に提供する仕組み

を整えていきます。 

 

（２）子育てグループの支援 

 乳幼児健診や地域イベントを通じて、親同士のつながりを深める活動を増やしていきます。また、保護

者が子育てに関する知識やスキルを学べる機会を提供していきます。 

 

（３）情報提供体制の強化 

 地域の新聞やSNSを通じて、子育てに関する情報を広く提供し、地域住民の関心を高めていきます。

子育てに関する意識啓発を目的としたイベントやワークショップを定期的に開催していきます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

子育て支援ネットワー

クの形成 

家庭教育の支援を図るために家庭・学

校・保育所・子育てグループ・関係機関・

関係団体などによる子育てネットワーク

を形成し、村内の子育て支援体制を整備

します。 

E 

住民課 

教育委員会 

保育所 

子育てに関する情報提

供 

保育サービスなど子育てに関する情報に

ついて、積極的な情報提供を行います。 Ｂ 
住民課 

保育所 

 

⒉-4 推進施策４ その他                                             

 

（１）世代間・異年齢児との交流 

 中学生・高校生のボランティア活動拡大を図り、異年齢児との交流を促進し、社会性を育む機会を提

供します。 

 

（２）園庭・園舎の開放 

 保育所の園庭や園舎を活用して、未就園児とその親が体験型のプログラムに参加できるようにします。 
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（３）民生・児童委員活動の充実 

 社会福祉協議会や民生・児童委員と連携し、地域活動を支援するための情報共有や協力体制を整備

します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

保育所地域活動事業 

地域の親子や高齢者と保育所の子ども

たちが、行事やレクリエーションを通し

て、世代間・異年齢児による交流を図り

ます。 

A 保育所 

保育所園庭園舎開放 

保育所の園庭・園舎を開放し、保育所の

子どもと地域の子どもがふれあいながら

遊び、交流を図ります。 
A 保育所 

民生・児童委員の支援 
地域の実情把握など委員の地域活動を

支援します。 B 
住民課 

社会福祉協議会 

 

（４）子ども食堂の開催【新規】 

 栄養バランスのとれた食事を子どもたちに無償で提供することで、経済的な困難を抱える家庭を支援

するとともに、地域住民の交流の場としても活用することを検討します。 
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⒊基本目標Ⅱ 地域のみんなで支える子育て家族 

 

⒊-1 推進施策１ 児童の健全育成                                       

 

（１）青少年健全育成推進員の活動の強化 

 青少年健全育成推進員が地域のコミュニティと密接に連携し、地域全体で青少年の健全育成を支援

する活動を展開します。 

 

（２）児童・生徒の居場所づくり 

 次代を担う子どもたちの成長と安全を最優先に、放課後から週末、長期休暇における児童・生徒の居

場所づくりに全力で取り組みます。小学生だけでなく、中学生、高校生も対象に、地域の公共施設を活

用し、子どもたちが自主性と創造性を育める安全な環境を整備します。地域住民や関係機関と連携し、

子どもたちが自由に過ごし、のびのびと成長できる場所づくりを推進します。 

 

（３）児童・生徒の活動の場の確保 

 自然体験活動を充実させ、児童・青少年が自然と触れ合い、環境意識を高める機会を提供します。ま

た、ボランティア活動への参加機会を増やし、社会性を育むための体験を提供します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

児童・青少年の居場所

づくり 

放課後児童クラブの充実に加え、公民館

を活用して小学生から高校生までが安

心して学べる、魅力的な居場所づくりを

推進します。 

C 教育委員会 

青少年の体験活動推

進事業 

青少年の可能性を最大限に引き出し、豊

かな経験と自己成長を支援する体験活

動を積極的に展開します。 
C 教育委員会 

健全育成対策の充実 

子どもたちが心身ともに健やかに成長で

きる環境を築くため、地域社会が一丸と

なって非行防止活動に取り組み、健全育

成を力強く推進します。また、児童買春や

ポルノなど、子どもの権利を侵害する問

題に対して断固たる姿勢で防止に尽力し

ます。 

C 
教育委員会 

住民課 

 

（４）放課後学習支援【新規】 

 公共施設を学習やリラックスの場として提供し、地元の大学生や地域の有志による学習支援ボランテ

ィアを組織します。これにより、学びの機会を増やすとともに、児童・生徒の放課後の過ごし方を充実さ

せることを検討します。 
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⒊-2 推進施策２ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進                         

 

 青少年の健全な成長を阻害する有害な情報媒体に対し、教育・地域・行政が一体となって、積極的に

改善を促進します。性的、暴力的コンテンツを含む雑誌、映像、デジタルメディアの流通に歯止めをかけ、

子どもたちを有害情報から守るため、関係機関、保護者会、地域ボランティアと連携し、業界の自浄作用

を促します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

有害環境対策 

有害な性的・暴力的コンテンツを排除す

るため、地域社会と連携し、業界の自浄

作用を促進する取り組みを積極的に展

開します。 

C 教育委員会 
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⒋基本目標Ⅲ 親と子の健やかな暮らしづくり 
 

⒋-1 推進施策１ 子どもや母親の健康の確保                                

 

（１）子どもや母親の健康の確保 

〇親子の健康を守る第一歩は、妊娠届の提出と母子健康手帳の交付にあります。妊婦一人ひとりに寄

り添い、きめ細やかな指導と相談を通じて、安心と希望に満ちた出産への道のりをサポートします。また、

充実した母子保健サービスの情報提供により、妊婦が健康診査や保健指導を円滑に利用できるよう、き

め細やかな支援を展開します。 

 

（２）妊産婦・新生児等訪問指導 

〇新生児家庭訪問を全対象者に対して丁寧かつ包括的に実施し、きめ細やかなサポートを展開してい

ます。 

〇地域の保健・福祉関係者との緊密なネットワークを構築し、乳児とその家庭に寄り添いながら、養育支

援と健康管理に関する専門的な知識と適切な情報を提供します。 

〇乳幼児健診における継続的な支援が必要な家庭に対しては、保健師が積極的に介入し、精密検査や

専門機関への橋渡し、きめ細かな個別相談を通じて、子どもの健やかな成長をサポートします。また、複

雑化する社会課題に対応するため、継続的な研鑽と専門性の向上に引き続き努めます。 

 

（３）妊婦・乳幼児健康診査 

〇妊婦及び乳児の健康を守る第一歩として、対象者に寄り添い、きめ細やかな受診勧奨を行います。 

〇乳幼児健診は、子どもの成長の節目において、発育・発達を丁寧に評価し、潜在的な健康リスクの早

期発見と予防に重点を置いています。未受診者への積極的なアプローチを継続し、より高い受診率の

実現を目指します。 

〇さらに、各種健診の機会を活用し、子どもの安全を守るため、誤飲、転落・転倒、やけどなど、日常的な

事故のリスクに対する保護者の意識向上と予防啓発に取り組みます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

乳幼児健診 

乳幼児を対象に発育・発達状況の確認と

疾病の早期発見及び育児不安の軽減や

解消を図るために実施します。 
A 住民課 

乳幼児歯科検診 
歯科検診および歯科衛生士によるブラッ

シング指導を実施します。 A 住民課 

乳幼児相談 

保健師と管理栄養士・歯科衛生士が協

力して相談を実施します。利用者が気軽

に相談できるよう、利便性を考慮し、周知

方法等を工夫しながら推進します。 

A 住民課 

妊婦健康診査 

妊婦健康診査の普及・徹底を図り、妊娠

期の健康管理及び異常の早期発見に努

めます。 

A 住民課 
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新生児・乳幼児・妊産

婦訪問指導 

訪問指導が必要な乳幼児及び妊産婦の

家庭を保健師が訪問し、保健指導や相

談を行います。又、育児不安の大きい出

産直後の乳児を対象に新生児訪問指導

を行い、母の不安解消や乳児の健やかな

成長の一助とします。 

A 住民課 

予防接種 

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白

髄炎、麻しん、風しん、結核、日本脳炎等

の発生及びまん延を防止するため、乳幼

児・児童を対象として、定期予防接種を

実施します。 

A 住民課 

 

⒋-2 推進施策２ 食育の推進                                     

 

（１）食育の推進 

〇乳幼児期から思春期まで、正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着を図ります。また、食を通じ

て豊かな人間性の形成や家族関係づくりによる心身の健全育成を促進するため、保健、教育、農林業な

ど多様な分野が連携しながら、発達段階に応じた食に関する学習機会や情報を提供しています。 

 

（２）地産地消の推進 

〇地域の豊かな農産物を活かし、地元農家との連携のもと、新鮮で安全な食材を食育イベント等に取り

入れ、地域の食文化と農業の持続的な発展に貢献します。 

 

３）体験学習・料理実習の充実 

〇学校教育において、総合的な学習の時間を通じて、児童生徒が農業の営みに直接触れる体験学習を

積極的に推進します。米づくり、そばや大豆栽培、野菜生産、りんご園での実践を通じて、生命の尊さや

食の大切さを学ぶ機会を充実させます。 

 

 

⒋-3 推進施策３ 思春期保健対策の充実                              

 

（１）性教育 

〇生命の尊さと自己尊重の精神を育む性教育を、保健体育の授業を通じて展開します。性に関する正

確な知識と感染症予防の意識を醸成するとともに、家庭における対話と理解の重要性を保護者と共有

し、健全な性教育の環境づくりを推進します。 

 

（２）いじめ防止に関する教育 

〇保健体育の授業を核として、道徳や特別活動における多角的な学びを通じて、いじめ防止の意識を

醸成します。さらに、家庭と地域が一体となった啓発活動により、社会全体でいじめの根絶に取り組みま

す。 
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（３）思春期保育事業 

 

〇中学生が、生命の尊さを学び、将来の父性・母性を育むための貴重な機会を充実させます。この取り

組みは、子どもたちに命の大切さを理解させ、責任ある行動を促すことを目的としています。また、家族

の愛情や親子の絆を再認識するきっかけとなり、将来の親としての役割をイメージする機会を提供しま

す。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

思春期保健事業の充

実 

中学生が思春期において父性や母性を

養うための機会の充実に努めます。 
A 住民課 

健康教育の推進 

性教育の充実および喫煙、飲酒、薬物に

関する正しい知識を身につけるための教

育を図ります。 
A 教育委員会 

 

 

⒋-4 推進施策４ 小児医療の充実                                  

 

（１）小児医療の充実 

〇小児医療体制は、安心して子どもを産み、健やかに育てることができる環境の基盤となるものです。

そのため、小児医療の充実と確保に取り組むことが重要です。特に、小児救急医療については、県、近

隣の市町村、救急指定の病院、弘前地区消防事務組合（目屋分署）など関係機関との連携を通じて、救

急体制の強化に努めます。 

また、各家庭に対しても「かかりつけ医」の普及を促進し、地域社会全体で子どもの健康を支える環境を

整えていきます。 

 

（２）こども医療費助成 

〇乳幼児、児童、生徒が安心して医療サービスを受けられるようこども医療費助成制度を維持していき

ます。 

 

（３）小児救急法講習会 

〇子どもの安全を守るために、不慮の事故を予防し、事故や急病時に適切な判断と迅速な対応ができ

るように、小児救急法の講習を実施します。この講習では、事故の予防策や救急処置の技術を学び、子

どもの命を守るための知識と技術を身につけます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

小児救急医療体制の

充実 

夜間や休日においても小児科医による

診察を受けられるような小児医療体制の

充実に努めます。 
A 住民課 

こども医療費の助成 

子どもが必要とする医療を容易に受けら

れるようにするため、乳幼児が医療機関

にかかった際に窓口で支払う保険診療

の自己負担分を助成します。 

A 住民課 
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小児救急法の知識提

供 

子どもの不慮の事故を予防し、事故や急

病時に適正な対応ができるよう小児救急

法の知識提供を実施します。 

A 住民課 
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⒌基本目標Ⅳ いきいきとした、楽しい学びの環境づくり 

 

⒌-1 推進施策１ 児童の人権の確保                                      

 

〇子どもの権利条約の精神に基づき、一人ひとりの子どもを、かけがえのない存在として尊重し、本村

の未来を紡ぐ夢と可能性の担い手として、その尊厳と可能性を最大限に育む教育と啓発に努めます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

児童の権利に関する啓

発 

子どもの保護と基本的人権の尊重を促

進することを目的とした「子どもの権利条

約」の啓発・普及に努めます。 
C 

住民課 

教育委員会 

 

⒌-2 推進施策２ 次代を担う親の育成                                    

 

〇次世代を担う若者が、生命の尊さと家族の絆の深さを肌で感じられるよう、乳幼児との心温まるふれ

あい体験を充実させます。さらに、自立した社会人としての自覚と責任を育むため、キャリア形成に向け

た多様な職業体験の機会を積極的に提供します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

保育体験（職場体験）

学習の充実 

乳幼児期の子どもの成長に関わる正し

い知識や親の役割など、育児に関する学

習機会の提供に努めます。 
A 教育委員会 

 

⒌-3 推進施策３ 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備           

 

（１）確かな学力の向上 

〇子どもたちが社会の変化の中で主体的に生き抜く力を身につけられるよう、知識・技能の習得はもち

ろん、学ぶ意欲、思考力、表現力、問題解決能力といった総合的な学力の向上を目指します。そのため

に、子ども一人ひとりの特性や学校・地域の実態を踏まえ、創意工夫を凝らしたきめ細やかな指導に取

り組みます。 

 

（２）豊かな心の育成 

〇豊かな心を育むため、指導方法や指導体制の工夫・改善を進め、子どもたちの心に響く道徳教育の

充実を図ります。また、地域と学校が連携し、多様な体験活動を推進することで、より深い学びと成長の

機会を提供します。さらに、いじめや少年非行、不登校といった課題に対しては、専門的な相談体制の

強化を図るとともに、学校・家庭・地域・関係機関が連携したネットワークづくりを推進し、子どもたちが

安心して学び、成長できる環境の整備に努めます。 
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（３）信頼される学校づくり 

〇学校評議員制度の活用をはじめ、地域や家庭との連携・協力を深めるとともに、地域の実情に応じた

通学区域の柔軟な運用を推進し、地域に根ざした特色ある学校づくりを進めます。また、児童生徒が安

心して学べる環境を整えるため、各学校が家庭や地域の関係機関・団体と連携しながら、安全管理の強

化に取り組みます。 

 

（４）学校施設整備の充実 

〇情報化教育を推進するための施設整備を進めるとともに、安全対策として非常通報装置などの安全

設備を強化し、安心・安全な学習環境を整えます。 

 

（５）交流事業の拡充 

〇国内外の友好都市および町村との交流をさらに発展させ、他地域の児童とのふれあいや学びの機会

を創出し、広い視野を育む環境を整えます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

総合的な学習の時間

の支援 

生徒が地域の中で様々な社会体験活動

を通して、多くの人々とふれあい、学校で

は得られない経験を積むことで、豊かな

感性や社会性、自立心を養い、たくましく

豊かに生きる力を育む体験活動を実施

します。 

A 教育委員会 

国際理解教育の推進 

外国人との交流を通して、異文化理解を

深めるとともに、コミュニケーション能力

の育成を図ります。 

D 教育委員会 

環境教育の推進 

自然保護やリサイクルなどの資源の再利

用についての理解を深め、環境教育を推

進します。 

A 教育委員会 

情報コンピューター教

育の推進 

子どもの情報活用能力の育成を図りま

す。 
B 教育委員会 

学校評議員の活用 

学校・家庭･地域が連携し、開かれた学

校を目指すため、学校評議員活動を支

援します。 

B 教育委員会 

不登校児童生徒への

支援 

必要な場合は、家庭訪問を行うなど、教

育相談の充実を図ります。 
B 教育委員会 

 

⒌-4 推進施策４ 家庭や地域の教育力の向上                                

 

（１）家庭教育への支援の充実 

〇教育委員会や公民館にとどまらず、保健・福祉部門との連携を強化しながら、公民館などの社会教育

施設をはじめ、保育園の授業参観、乳幼児健診、就学時健診といった多くの保護者が集う場を積極的

に活用し、子どもの発達段階に応じた家庭教育支援を充実させていきます。 
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（２）地域の教育力の向上 

〇地域の豊かな自然環境や経験豊富な人材を活かし、子どもたちに多様な体験活動の機会を提供する

とともに、世代間交流を促進します。さらに、学校施設の地域開放やスポーツ指導者の育成を通じて、子

どもたちの多様なスポーツニーズに応える環境を整備し、地域全体の教育力向上を目指します。 

 

（３）講座の充実 

〇読み聞かせや芸術鑑賞会など、芸術・文化活動のさらなる充実を図ります。また、地域の伝統文化を

次世代へ継承するため、ねぷたばやしや登山ばやし教室の充実に努めます。 

 

（４）スポーツクラブ等の充実 

〇子どもたちのスポーツ活動は、主に学校のクラブ活動やスポーツ少年団を中心に展開されています。

今後もこれらの活動を積極的に支援するとともに、地域のスポーツクラブの充実や生涯スポーツの推進

を図り、誰もがスポーツに親しめる環境を整えていきます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

家庭教育支援事業の

充実 

保育園児、小・中学生の保護者に対し

て、家庭環境づくりなど育児に関する学

習機会の提供に努めます。 
D 教育委員会 

絵本の読み聞かせ 

乳幼児とその両親を対象に、絵本の読み

聞かせを実施し、親子のふれあいを深め

るとともに、本に対する関心を高めてもら

うよう努めていきます。 

B 教育委員会 

様々な体験学習の開

催 

公民館等の社会教育施設で様々な体験

学習・催しを開催します。 
B 教育委員会 

軽スポーツ・レクリエー

ション教室の開催 

児童・生徒のスポーツを振興するため、

体育協会等と連携を図り、初心者から参

加できるスポーツ教室を開催します。 

B 教育委員会 

スポーツ少年団の充実 
スポーツ少年団の充実を図り、誰もが楽

しみながら参加できるようにします。 
B 教育委員会 

指導者養成講座の充

実 

スポーツ･レクリエーション活動の一層の

普及を図るため、スポーツ指導者及び指

導者養成のために講座等を充実します。 

C 教育委員会 
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⒍基本目標Ⅴ 子育てしやすい生活環境づくり 
 

⒍-1 推進施策１ 良質な住宅の確保                                      

 

〇住民にとって身近な地方公共団体として、持ち家・賃貸を問わず、快適でゆとりある住環境の確保に

向けた情報提供に努めます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

居住性の高い住宅の

供給 

子育て世代の定住を促進するため、安全

で居住性能が高く低廉な家賃の村営住

宅の整備を進めます。 
E 建設課 

 

⒍-2 推進施策２ 良質な居住環境の確保                                   

 

〇村民が安心して憩える公園づくりを目指し、遊具の点検・維持管理を徹底します。 

〇農業集落排水事業の推進や合併処理浄化槽の設置促進により、村全体の水洗化を加速させます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

公園の整備・充実 
子どもの安全な遊び場を確保するため、

公園の整備・充実を図ります。 B 企画財政課 

農業集落排水事業の

推進 

農業集落排水事業を推進するとともに、

加入促進事業を進め、全村の水洗化を

進めます。 

B 建設課 

 

⒍-3 推進施策３ 安全な道路交通環境の整備                                

 

（１）安全な道路環境の整備 

〇子どもや子ども連れの保護者が安心して通行できるよう、通学路を中心に村道の歩道整備など、道

路環境の充実を図ります。 

 

（２）冬季の道路の確保 

〇冬期間は歩行空間が狭くなるため、車道の除排雪に加え、歩道の除雪を徹底し、通学児童の安全確

保に努めます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

生活道路の環境整備 

村民の生活道路について、交通安全上

の配慮から改修を進めるとともに、災害

時の避難、緊急車両等の通行や消防活

動の円滑化を図るための整備を進めま

す。 

 

B 建設課 

カーブミラーの整備 
交通事故防止のため、交差点箇所の整

備を図ります。 
B 建設課 
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生活道路での通行車

両の進入抑制・速度抑

制 

生活道路での安全確保のため、警察署と

連携し、車両の進入抑制・速度抑制を図

ります。 

C 総務課 

交通安全看板等の設

置 

村内における交通事故等の抑止のため、

交通安全に関する看板を設置します。 
A 総務課 

夜間の交通事故防止

対策 

主要村道のほか、生活道路として利用さ

れている村道に、照度アップ等照明の改

良も含め整備を図ります。 

A 建設課 

冬季の道路の確保 
冬季の積雪時における道路確保に努め

ます。 
B 建設課 

 

⒍-4 推進施策４ 公共施設等のバリアフリー化の推進                         

 

〇妊産婦や乳幼児連れの方を含むすべての人が外出しやすくなるよう、道路や公園、公共交通機関、

公的建築物などのバリアフリー化を進め、段差の解消など誰もが利用しやすい環境整備に努めます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

公共施設等のバリアフ

リー化の推進 

道路や公共施設のバリアフリー化を進め

ます。 B 各担当課 

 

⒍-４ 推進施策４ 安全・安心むらづくりの推進等                          

 

（１）防犯施設の整備 

〇通学路や公園などに防犯灯や緊急通報装置などの防犯設備を整備し、安全性の向上を図ります。 

 

（２）公共施設の安全強化 

〇道路、公園、駐車・駐輪場、公衆便所などの公共施設において、必要に応じた修繕や改善を行い、防

犯設備の充実を図ることで、村民が安心して利用できる環境を整えます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

防犯灯設置および維

持管理費補助 

夜間における犯罪等の防止を図るため、

防犯灯を設置し、管理する地区会に補助

金を交付します。 
A 総務課 
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⒎基本目標Ⅵ 子育てと仕事の両立を支援するむらづくり 
 

⒎-1 推進施策１ 多様な働き方の実現および男性を含めた働き方の見直し等           

 

〇地域全体で子育てを支えるためには、家庭だけでなく、地域住民や事業所など、社会全体の協力が

不可欠です。すべての人が、男性を含め、仕事・生活・子育てを両立できる環境を整えるため、「働き方

の見直し」を推進することが求められます。 

〇その実現に向け、国や県、関係団体と連携しながら、広報・啓発活動、研修、情報提供を積極的に展

開し、労働者・事業所・地域住民の意識改革を促進していきます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

男性の育児休業取得

の推進、家事参加促進 

男性の育児休業取得を推進し、男女共

同の家庭づくりを進めるため、事業所及

び従業員に対して啓発を行います。 
C 住民課 

 

⒎-2 推進施策２ 仕事と子育ての両立の推進                                

 

〇仕事と子育ての両立を支援するため、保育サービスや放課後児童健全育成事業の充実に努め、サー

ビスの質向上を目指します。また、関係法令や制度に関する広報・啓発活動を強化し、情報提供を積極

的に行うことで、国や県、関連団体と連携しながら、より一層推進します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

労働時間の短縮 

女性と男性の労働者が職業生活と家庭

生活および地域活動に共に参加すること

ができるように、事業所に対して労働時

間短縮への啓発活動を行います。 

C 住民課 

求人情報相談の充実 

求人情報が得られるように、ハローワー

クとの連携を密に、求人情報の提供に努

めます。 

A 住民課 

 

⒎-3 推進施策３ 男女共同参画社会の形成                                 

 

〇性別に関わらず、誰もがその個性と能力を最大限に発揮し、生きがいを実感できる社会の実現を目

指します。この理念のもと、村は男女共同参画を推進し、真に豊かで活力ある地域社会を創造していき

ます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

男女共同参画の推進 

男女がともに子育てや社会参加に携わる

ことができるよう男女共同参画の推進を

図ります。 
C 住民課 
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⒏基本目標Ⅶ 子どもたちを危険から守るむらづくり 

 

⒏-1 推進施策１ 子どもの交通安全を確保するための活動の推進                  

   

（１）交通安全教育の推進 

〇子どもたちを交通事故から守るため、警察、保育所、学校、さらには関係民間団体との連携を強化し、

これからも交通事故防止対策を推進します。 

 

（２）交通安全団体の支援 

〇保育所や小・中学校の PTA 活動など、自主的に活動する交通安全団体の取り組みを支援し、安全な

地域づくりをサポートします。 

 

（３）チャイルドシートの正しい使用の徹底 

〇チャイルドシートの正しい使用を促進するため、使用効果や正しい使い方の普及啓発活動を強化しま

す。また、チャイルドシートの購入補助金事業を継続し、より多くの家庭に安全を提供します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

交通安全対策協議会

による交通安全運動の

実施 

村、警察署を始めとする交通安全関連団

体、機関により組織する交通安全対策協

議会が交通安全運動、交通事故防止運

動を行います。 

C 

総務課 

交通安全対

策協議会 

交通安全推進団体へ

の補助金の交付 

交通安全協会に対し補助金を交付し、交

通安全を推進します。 
D 総務課 

交通安全教室 
子どもたちを交通事故から守るため、交

通安全教室を実施します。 A 
教育委員会 

保育所 

チャイルドシート装着・

普及の促進 

チャイルドシートの装着の促進を図り、交

通事故から乳幼児の命を守るため、チャ

イルドシートの着用の啓発活動を進めま

す。 

A 
住民課 

保育所 

 

⒏-2 推進施策２ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進                 

 

（１）防犯対策 

〇防犯協会の体制を整え、警察署との連携を通じて情報の共有と交換を進めます。学校、地域、各種団

体との連携を通じて防犯活動を充実させます。 

 

（２）自主防犯グループの育成 

〇保育所、小学校の PTA などで自主防犯グループを組織し、通学路などのパトロール活動などを通じ

て自主的な防犯活動を支援します。 
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（３）子ども 110番の家の支援 

〇地域の見守り活動と緊急時の対応を図るため、各地区の児童数や地域状況を考慮しつつ、子ども

110番の家の活動を支援します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

防犯体制の充実 

村防犯協会に対し補助金を交付し、安全

で安心な村づくりのため、警察署を始め

とする関係団体・機関との連携及び村民

との協同による、防犯活動を推進します。 

B 総務課 

保護者・地域との連携

による防犯活動の推進 

子どもの安全確保のため、子ども 110 番

の家の活動を支援します。 A 
総務課 

教育委員会 

 

（４）インターネット安全教育の推進【新規】 

〇子どもたちにインターネット上での安全な利用方法を教えるための教育プログラムを推進し、有害情

報から子どもを守る取り組みを強化します。 

 

（５）防犯技術の活用【新規】 

〇公共の場や通学路に防犯カメラや緊急通報システムを整備し、迅速な対応が可能な体制を構築しま

す。 

 

⒏-3 推進施策３ 防災活動の推進                                            

 

〇災害時に援助が必要となる可能性の高い高齢者や障がい者、幼児などへの災害予防対策を、村の地

域防災計画に基づいて積極的に展開します。今後も防災意識の向上に努めるとともに、保育所や小学

校での避難訓練を継続的に実施し、安全への備えを強化していきます。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

避難訓練の実施 
育所、小中学校において、避難計画に基

づき、定期的に避難訓練を行います。 A 
教育委員会 

保育所 
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⒏-4 推進施策４ 被害に遭った子どもの保護の推進                           

 

〇犯罪、いじめ、児童虐待などで心に傷を負った子どもたちの回復を支えるため、全国被害者支援ネッ

トワークなどの民間組織と連携し、カウンセリングや保護者へのアドバイスを提供します。関係機関と協

力し、きめ細やかな支援体制を築きます。また、DV に苦しむ母親とその子どもに対しても、迅速かつ適

切な保護を行います。 

 

※「DV（ドメスティック・バイオレンス）」 

家庭内暴力（DV）は、家族やパートナー間で行われる暴力的行為であり、身体的虐待、精神的虐待、性

的虐待、社会的隔離などさまざまな形態があります。身体的虐待は暴行を含み、精神的虐待は罵倒や

侮辱、脅迫といった行為を指します。性的虐待は強制的な性的行為を伴い、社会的隔離は通信手段の

奪取や軟禁を通じて行動を制限することです。これらの虐待行為は、被害者に深刻な心理的、身体的、

社会的な影響を及ぼし、早期の対応と支援が重要です。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

カウンセリングの実施、

保護者に対する助言 

いじめ、児童虐待等により被害を受けた

子どもの心のケアや保護者へのカウンセ

リング等について、児童相談所と連携し

立ち直りの支援を行います。 

B 住民課 

DV対策の充実 
ＤＶにより被害を受けた母親及びその子

どもに対して、保護に努めます。 B 住民課 
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⒐基本目標Ⅷ 要保護児童への適切な対応 
 

⒐-1 推進施策１ 児童虐待防止対策の充実                                 

 

（１）虐待防止ネットワークの強化 

〇西目屋村虐待等防止協議会を、現行のメンバーに加え、社会福祉協議会や人権擁護委員との連携を

深め、一層の強化を目指して再編成します。引き続き、人権擁護委員と協力し、ネットワークの拡充に努

めます。また、広報・啓発活動、事例検討、ケース会議、関係者の研修などを推進し、虐待の予防と迅速

な対応に努めます。 

 

（２）早期発見と即応対応 

〇引き続き、人権擁護委員と協力し、ネットワークの拡充に努めます。また、広報・啓発活動、事例検討、

ケース会議、関係者の研修などを推進し、虐待の予防と迅速な対応に努めます。 

 

（３）相談機能の充実 

〇虐待防止を目的に、保健、福祉、社会福祉協議会などの各分野が連携し、虐待の可能性がある家庭

への早期相談体制を確立します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

児童虐待防止ネットワ

ークの充実 

児童虐待問題に対応するため福祉・保

健・医療・教育など関係機関が連携し、子

どもや家族への援助の方法や対策を協議

し対応を図ります。 

B 
住民課 

教育委員会 

緊急一時保護 
ＤＶにより被害を受けた母親及びその子

どもに対して、保護に努めます。 
A 住民課 

児童相談の充実 

家庭における適切な児童の養育と、養育

に関連して発生する児童の問題の解決

を図るため、家庭児童の福祉に関して専

門的に相談、指導に当たります。 

A 住民課 

 

⒐-2 推進施策２ 母子家庭等の自立支援の推進                              

 

〇母子家庭の自立と安心を支える総合的な支援体制を構築し、きめ細やかな母子保健サービスと包括

的な子育て支援を通じて、家庭の希望と未来を力強くサポートします。 

〇父子家庭に対しても、地域社会と連携し、民生・児童委員による丁寧な実態調査と、きめ細やかなニ

ーズ把握を行い、個々の状況に寄り添った効果的な支援を行います。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

遺児手当 

ひとり親家庭に対して、安定した日常生

活を送ることができるよう、経済的支援

に努めます。 
A 住民課 
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母子家庭の母親の就

業促進 

母子家庭の母親の就業を促進するため、

求人情報の提供、技術習得機会の提供

等を行います。 

A 住民課 

 

⒐-3 推進施策３ 児童虐待防止策の充実                                  

 

（１）障がい児施策の強化 

〇障がいの原因となる疾病や事故の予防、早期発見・治療を推進し、妊婦や乳幼児に対する健康診査、

学校での健康診断を積極的に推進します。さらに、民間療育支援センターとの連携を一層強化します。 

〇自閉症児をはじめとする障がいの多様化に対応するため、県や保健所、近隣の市町村等と連携し、

相談業務の充実を図ります。 

 

（２）障がい児の生活支援体制の強化 

〇障がい児が健やかに成長し、地域で安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉、教育等の各施策を円

滑に連携します。適切な医療や医学的リハビリテーションを提供し、在宅サービスや就学支援を含む教

育体制の充実を図ります。 

〇障がい児の受け入れを保育所、小・中学校で推進し、保護者に対する育児相談など、家族への支援を

強化します。 

 

事業名 事業内容 事業評価 担当課 

乳幼児健診の充実 

乳幼児を対象に発育・発達状況の確認と

疾病の早期発見及び育児不安の軽減、

解消を図るために実施します。 
A 住民課 

妊娠健康診査の充実 

妊婦健康診査の普及・徹底を図り、妊娠

期の健康管理及び異常の早期発見に努

める。 

A 住民課 

教育支援委員会 

障がい児及び発達に問題があると思わ

れる児童について、就学時に、関係機関

が集まり、情報交換を行い協議します。 

B 

住民課 

教育委員会 

保育所 

保育、教育内容の充実 

保育・教育・福祉・保健の連携を強化し、

障がいのある子どもが地域の保育所、学

校に通い共に育ち、学ぶ環境の整備を人

的支援と施設のバリアフリー化の両面か

ら促進に努めます。 

B 

住民課 

教育委員会 

保育所 
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保育・教育相談窓口の

整備 

障がいのある子どもの早期からの教育

相談体制など、気軽に相談できる体制の

整備充実を図ります。また、福祉事務所

など関係機関の相談機能を強化するとと

もに各機関が連携し、適切な相談活動が

できるよう努めます。 

A 住民課 

障がい児保育の充実 

障がいのある子どもの中で、発達のため

に集団保育が必要とされる子どもを保育

する障がい児保育の充実を図ります。 

A 保育所 
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１. 計画の推進 
 

 この計画は、「子ども・子育て支援法」に基づいて策定されており、その推進のためには、毎年少なくと

も一度、計画に基づく取り組みの進捗状況を報告することが求められています（法律第８条第７項）。す

べての家庭を対象とする包括的な子育て支援を実現するためには、村の福祉施策の推進だけでなく、

村内外の関連機関や住民組織との連携が不可欠です。村内では、子育て支援に関わる住民組織、児童

相談所、保健所、教育機関、警察などとの協力体制を強化し、関係所管課との円滑な連絡・調整を推進

していきます。 

 

２. 計画の点検・評価 
 

 計画の進捗と成果を多角的な視点から検証するため、定量的な評価指標に加え、利用者目線に立っ

た定性的な指標を積極的に活用します。PDCA サイクルを継続的かつ精緻に運用し、常に計画の実効

性と質的向上を追求します。また、本計画に示す各事業の内容は、策定時点の状況を反映したものであ

り、国の政策動向や社会環境の変化に柔軟かつ機動的に対応するため、必要に応じて計画の部分的な

調整や最適化を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 6章 計画の推進体制 

 

 

  



 

72 

 

 本計画は、本村における子ども・子育て支援事業の計画についてまとめたもので、地域の子どもたちと

その家族が健やかに成長し、幸せに暮らせるよう支援するための具体的な施策や方針を示しています。

発行日や発行者の情報も含まれており、地域住民がこの計画を理解し、活用するための重要な資料と

なっています。 
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